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令和８年度わかやまジビエフェスタ広告宣伝業務委託 

プロポーザル募集要項 
１ 概要 

 (1) 委託業務名 

   令和８年度わかやまジビエフェスタ広告宣伝業務 

 

 (2) 業務内容 

・広告宣伝に係るコンセプトの提案 

・ＰＲ資材の作成及び配布、イベントの企画・運営・実施 

・WEB、メディア等を介した情報発信 

詳細は、別添仕様書に記載 

 

 (3) 見積もり限度額 

   ３，９８２，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

 

 (4) 委託事業者との契約予定期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 

  

２ 参加資格に関する事項 

  当該事業を的確に遂行できる能力を有する団体であり、次に掲げるすべての要件を

満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しない者であること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定によ

り競争入札への参加を排除されていない者であること。  

（３）和歌山県が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けていない者

であること。  

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続きの申立がなされ

ている者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の

申立がなされている者でないこと。  

（５）債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競

売手続の開始決定がなされていないこと。  

（６）国税及び県税の滞納がない者であること。  

（７）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。  

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２項に掲げる暴力団及びこれらの利益となる行動を行っている者でないこと。 
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３ スケジュール 

 令和８年６月１７日（水） 募集開始 

 令和８年６月２４日（水） 募集要項等に関する質問申出書の提出締切 

令和８年６月２９日（月） 質問回答期限 

令和８年７月 ６日（月） 応募申請書の提出締切 

令和８年７月１５日（水） 企画提案書の提出締切 

令和８年７月２２日（水） 審査会（プレゼンテーション） 

  審査会翌日以降審査結果通知、契約 

 

４ 募集要項等に関する質問について 

    募集要項等に関する質問については、以下の手順により受け付けます。 

 (1) 質問期間：令和８年６月２４日（水）午後５時まで 

 (2) 質問方法 

   次の(3)により、書面又は電子メールにより提出してください。 

   ※電子メールの送信先 e0704001@pref.wakayama.lg.jp 

 (3) 質問様式 

   様式は様式１とします。以下の項目を明記してください。 

  ア 質問者の団体名、部署名、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号及びメールアドレスを

記載してください。 

    イ 企画提案書の審査にかかる質問には回答できません。 

 (4) 回答期限 

   令和８年６月２９日（月） 

(5) 回答方法 

   回答については、質問者に対しＦＡＸ又は電子メールにより連絡するほか、必要

に応じて、和歌山県庁畜産課ホームページ上に掲載します。

（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070400/gibierkoubo.html） 

 

５ 応募申請書の提出について 

  企画プロポーザルに参加を希望する場合は、以下の書類を提出してください。 

 (1) 提出書類 

   ・応募申請書（別紙提出書類一覧②） １部 

・応募資格に反しない旨の宣誓書（別紙提出書類一覧③） １部 

・事業経歴書（別紙提出書類一覧④） ６部 

   ・会社概要（別紙提出書類一覧⑤） ６部 

※以下の書類については、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格を

有する者は、「和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知

書」の写しを添付することで、省略することができる。 
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(2) 受付 

  ア 提出方法 持参又は郵送 

  イ 提出先 

    郵便番号 640-8585 和歌山市小松原通一丁目１番地 

    和歌山県 農林水産部 農業生産局 畜産課 

  ウ 提出期限 

    令和８年７月６日（月）午後５時までに必着 

       （持参の場合は、土日祝日を除く午前９時～午後５時） 

 

６ 企画提案書の提出について 

 (1) 提出書類 

   ・企画提案書（別紙提出書類一覧⑪） ６部 

・見積書（別紙提出書類一覧⑫） ６部 

 

 (2) 受付 

  ア 提出方法 持参又は郵送 

  イ 提出先   

    郵便番号 640-8585 和歌山市小松原通一丁目１番地 

    和歌山県 農林水産部 農業生産局 畜産課 

  ウ 提出期限 

    令和８年７月１５日（水）午後５時までに必着 

       （持参の場合は、土日祝日を除く午前９時～午後５時） 

 

 (3) その他 

   ア 企画提案書等の作成及び提出に要する経費は、提案者の負担とします。 

  イ 企画提案書等は、提案者に無断で使用しないものとします。 

      （ただし、提案のあった内容については、提案者の了解の上、今後の企画の参考 

    にすることがあります。） 

  ウ 企画提案書等は、採択を行う作業に必要な範囲において、複製を作成すること 

・定款（又は寄付行為）の写し及び法人登記事項証明書（別紙提出書類一覧⑦） 

・事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は これらに類する 

書類（直近１事業年度）（別紙提出書類一覧⑧）  

・印鑑登録証明書 （別紙提出書類一覧⑨） 

・法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明書 

（提出日において発行の日から３ヶ月以内のもの）（別紙提出書類一覧⑩） 

・和歌山県税に未納がない旨の証明書（和歌山県内に本店又は支店を有する者に 限

る）（提出日において発行の日から３ヶ月以内のもの）（別紙提出書類一覧⑪） 
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があります。 

  エ 提出のあった企画提案書等は、返却しません。 

 

７ 企画審査 

 (1) 審査方法 

   企画提案書及び３０分程度のプレゼンテーション（プレゼンテーション２０分程

度・質疑応答１０分程度）により審査を行います。 

   審査は、和歌山県農林水産部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会の

委員が行います。 

(1)  審査項目及び評価内容 

 別添のとおり 

(3) 契約候補者の決定 

   上記の審査項目について、提出書類及び参加者によるプレゼンテーション内容に

より審査を行い、審査委員が評価・採点し、総評価点が最高点の者を契約候補者と

します。 

   最高点の者が複数いる場合は、原則として提案金額の安価な提案者を契約候補者

とします。 

   応募者が１者のみの場合、審査結果において基準点（満点の６割以上）を満たす

ときは、当該応募者を契約候補者とします。 

 (4) 審査会の開催 

  ア 開催日時 令和８年７月２２日（水）１４時以降（予定） 

    ※時間については企画提案書の提出締切後に提案者へ個別に通知します。 

  イ 開催場所 和歌山県庁内の会議室 

和歌山市小松原通 1-1 

 

 (5) 審査結果の公表方法及び内容 

     審査結果は、採用・不採用に関わらず、書面等により全提案者へ通知するととも

に、以下の内容を畜産課ホームページ内にて公表します。 

ア 契約候補者の名称及び評価点 

イ 次点以下の者の評価点（応募者名は公表しません。） 

  ウ 契約候補者の選定理由 

 

８ 失格の条件 

  以下の条件のいずれかに該当する場合は、失格となることがあります。 

 (1) 「２ 参加資格に関する事項」に掲げる参加資格を満たさない場合 

 (2) 企画提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

 (3) 企画提案書作成のための仕様書等に示された条件に適合しない場合  

 (4) 企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

 (5) 企画提案書に記載すべき内容以外の内容が記載されている場合      

 (6) 提案者に次の行為があった場合 



- 5 - 

ア 委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。 

イ 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

ウ 事業者等選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に

開示すること。 

エ 応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。 

オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

９ 契約の締結 

   選定した契約候補者と和歌山県は、企画提案の内容をもとに協議の上、仕様書の内

容を確定し契約を締結します。 

なお、協議が整わない場合又は契約候補者が契約を辞退した場合は、審査結果にお

いて評価が次点の候補者と協議します。 

 

１０ 留意事項 

  本委託業務の成果品の著作権の全部（著作権法第２７条及び第２８条規定の権利を

含む。）は県に帰属します。 

 

１１ 問合せ先 

和歌山県農林水産部農業生産局畜産課 防疫衛生班 

TEL：073-441-2924（直通） FAX：073-431-0904 

E-mail ：e0704001@pref.wakayama.lg.jp 


